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ポルトガル語による労働関係法出張講座を開催します 

 

 愛知労働局（局長 小林 洋子）では、労働関係法令の普及等に資する取組として、大学、高校等を訪問

し、労働基準法の基礎知識等について出張講座を行っています。  

本年１１月より、当局初の取組として、ブラジル人学校を訪問し、ポルトガル語による出張講座を開催する

こととしました。  

なお、この出張講座は、在名古屋ブラジル総領事館より受講の勧奨をしていただいています。 

今般、以下の出張講座を報道機関の皆様に公開しますので、ご案内申し上げます。 

 

【出張講座概要】（詳細は次のページを参照してください） 

１ 講義時間     

令和７年11月12日（水） 11時30分～12時30分 

 

２ 開催場所     

学校法人倉橋学園 伯人学校イーエーエス 豊田 （ESCOLA ALEGRIA DE SABER） 

（所在地 ： 愛知県豊田市東保見町山ノ田66） 

 

３ 報道機関の皆様へのお願い 

（１） 当日の取材をご希望の場合、11月7日（金）までに、下記担当宛てご連絡ください。 

連絡に際しては、①報道機関名、②取材代表者名、③取材人数、④連絡先をメールでお知

らせください。 

          ＜連絡先＞ 愛知労働局労働基準部監督課 （担当 ： 松尾） 

            ✉aichiroudoukyoku-kantokuka@mhlw.go.jp   電話 052－972－0253 

（２） 上記学校に対する個別の問い合わせはご遠慮ください。 

（３） 取材（撮影・録音等）に当たっては、当局及び学校関係者の指示に従ってください。 

なお、撮影不可の場所もあります。 
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【照会先】 

愛知労働局労働基準部監督課 

 監 督 課 長  中嶋 智成 

 特 別 司 法 監 督 官  松尾 俊一 

 （電話）052－972－0253 
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 愛知労働局では、これから社会に出て働くことになる若者に対し、労働関係法令を知っていただくことを

目的として、大学、高校等を対象に、職員が出張講座を実施しております。 

ブラジル人学校の若者についても、多くの方が、将来、日本国内で就労するものと見込まれ、これらの方

が労働関係のトラブルから身を守り、充実した職業生活を送ることができるよう、令和７年11月から、当局初

の取組として、ブラジル国籍の中等教育課程の生徒（日本の高校生に相当）に対しても、理解しやすいポル

トガル語を使用し、日本の若者と同様の労働関係法出張講座を開催することとしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

学校法人倉橋学園は、平成23年に学校法人として認可され、高校、保育園等を運営しています。 

また、日本に住んでいるブラジルの方の教育施設として浜松市、豊田市等に６校があります。 

 

 

 

労働関係法出張講座の開催について 

開 催 日  11月12日（水） 

取材対応時間  11時から 12時30分まで 

(講義時間:１１時３0分から 12時30分まで) 

開 催 場 所  学校法人倉橋学園 伯人学校イーエーエス豊田 

           （愛知県豊田市東保見町山ノ田66） 

受 講 生  約60名 

学校法人のHPから 

【伯人学校イーエーエス豊田】 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※国籍別では、ブラジル国籍の労働者が最も割が多い。 

 

参考 

●愛知労働局 令和 7年 1月 31日発表 

「令和６年 10月末時点における、愛知県の「外国人雇用状況」の届け出状

況」プレスリリースの資料から 



「ポルトガル語による労働関係法出張講座」  取材要領 

 

１ 申込方法 

当日の取材をご希望の場合、11月７日（金）までに、別添３の「取材連絡

票」にご記入の上、下記担当までお知らせください。 

＜連絡先＞ 愛知労働局労働基準部監督課（担当：松尾） 

         メールアドレス aichiroudoukyoku-kantokuka@mhlw.go.jp 

 

２ 日時と集合場所等  

（１）日時 
令和７年 11月 12日（水） 11時 30分から 12時 30分 

（２）集合時間・集合場所   
11時  

学校法人倉橋学園 伯人学校イーエーエス 豊田 

 （ESCOLA ALEGRIA DESABER） 

所在地 ： 愛知県豊田市東保見町山ノ田 66（別添２をご参照ください。） 

（４）駐車場 
施設敷地内に駐車場はありますが、台数に限りございます。  

駐車場を希望する場合は、希望台数を下記担当までお知らせください。 

 

３ 学校訪問の具体的な行程  
（１）11時 00分  

取材受付及び取材留意点の説明し、講義を行う場所へ移動。 
（２）11時 30分  

労働関係法出張講座を開始。講義終了後、取材対応。 
（３）12時 30分  

学校訪問を終了  

 

４ 取材に当たっての注意事項  

（１）学校訪問時においても通常の授業等は行われておりますので、支障が生じない

よう、ご配慮をお願いします。  

（２）服は、動きやすい服装、靴は運動靴等の歩きやすい靴としてください。ハイヒ

ールやサンダルなどの履物は安全確保の観点からご遠慮ください。  

（３）学校内の移動については、先導させていただきますので、ご協力をお願いしま

す。  

（４）写真撮影等は学校法人担当者の確認を受けてから行ってください。  

 

 なお、ご不明な点がございましたら担当までお問い合わせ下さい。  

（担当：労働基準部監督課 特別司法監督官 松尾・℡ 052-972-0253） 

別添１ 



別添２ 

事業場名      学校法人倉橋学園 伯人学校イーエーエス 豊田  

（ESCOLA ALEGRIA DE SABER） 

所 在 地     愛知県豊田市東保見町山ノ田 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

玄関 

拡大図 



別添３ 
 

ポルトガル語による労働関係法出張講座取材連絡票 
  

連絡・報告先 

〒460-8507   

名古屋市中区三の丸 2-5-1 

愛知労働局 労働基準部 監督課  

メール：aichiroudoukyoku-kantokuka＠mhlw.go.jp  

担 当：特別司法監督官 松尾 

 

 

  

 

 

 

 

① 報道機関名                          

  

 

  

② 取材にこられる人数           人  

  

 

  

③ その他、 連絡事項、 要望事項  

 

 

 

④ ご担当者ご芳名及び連絡先 

 

ご  芳  名                       

 

 

連絡先電話番号                          

 

 

 

左記の二次元コードを読み取っていただき、必要項目

を入力してメールの送信をお願いします。 


